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筆者は2009年2月から2年の予定で国際会

計基準審議会（IASB）へ客員研究員として出

向し、国際財務報告基準（IFRS）の基準開発

に従事している。

IASBは 9月 30日に「深刻な超インフレー

ション SevereHyperinflation」（IFRS第 1号

「IFRSの初度適用」の改正）の公開草案を公表

した。

筆者は、上記の改正に議論の当初から関わっ

ていたため、本稿では、その内容について紹介

したい。

なお、意見にわたる部分は筆者の私見である。

当該改正は、IFRS解釈指針委員会（IFRSIn-

terpretationsCommittee）に寄せられた、従来

IAS第29号「超インフレ経済下における財務

報告」を適用してきた企業が、一般物価指数が

利用できなくなったことなどの状況の変化によ

りIAS第29号に準拠することができず、IFRS

に準拠した財務諸表を作成することができなく

なった後に、その後状況が改善されたことによ

りIAS第29号の適用が可能となった場合、ど

のようにして企業が再度IFRSに準拠した財務

諸表を作成すればよいのかを明確にしてほしい

というリクエストに対応したものである。

当該改正はIFRS第1号「IFRSの初度適用」

を改正するものである。

当該改正では、一定の要件を満たし、過去に

IAS第29号の適用ができなくなった企業が再

度IFRS第1号を適用してIFRSに準拠した財

務諸表を作成する場合、資産及び負債を公正価

値で評価し、それをみなし原価として使用する

ことができるという例外規定を定めるものであ

る。

改正では、企業が上記の例外規定を適用する

場合の要件を下記のとおり定めている。

a） 機能通貨における、すべての企業の取引及

び残高について信頼できる一般物価指数が既

に利用可能ではない場合

b） 機能通貨と他の安定的な外国通貨との交換
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Ⅰ．はじめに

Ⅱ．改正の背景

Ⅲ．改正の構成及び概要

Ⅳ．深刻な超インフレーション

IASB客員研究員（ASBJ専門研究員） 増
ます
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IASB－公開草案
「深刻な超インフレーション」
について
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可能性が既に存在しない場合

上記の条件を共に満たした場合に、深刻な超

インフレーション下にあると判断される。

企業が深刻な超インフレーション下にある場

合、IAS第29号を適用することができないた

め、IFRSに準拠した財務諸表が作成できない

こととなる。

いったん、深刻な超インフレーション下にあっ

た企業が、その後上記条件を満たさなくなった

ことにより深刻な超インフレーションが終了し

た場合に、例外規定を適用できることとなる。

パラグラフD29によると、超インフレーショ

ンが終了する場合とは、機能通貨を他の条件を

満たす機能通貨へ変更する場合と、機能通貨そ

のものが条件を満たさなくなる場合があるとし

ている。

上記の条件を満たした企業は、IFRS第1号

を適用してIFRSに準拠した財務諸表を作成す

る場合には、開始貸借対照表において資産及び

負債を公正価値で評価し、みなし原価として使

用することができるようになる。

この規定を適用した場合、企業は、企業が深

刻な超インフレーションにあり、それが解消さ

れた状況について開示しなければならない。

公開草案では、企業がIAS第29号に準拠す

ることができず、IFRSに準拠した財務諸表が

作成できなくなった場合で、再度状況が改善さ

れた時には再びIFRS第1号を適用して初度適

用ができることを前提としている。すなわち、

企業は、条件を満たせばIFRS第1号を複数回

使用することができる（使用しなければならな

い）ということを前提としている。上記の解釈

については、別案件として同様にIFRS解釈指

針委員会及びIASBボード会議で取り上げられ

たが、複数回使用が可能であると決定されてお

り、2010年11月公表予定の年次改善の公開草

案で、その点についてIFRS第1号の文言を明

確にすることが予定されている。

公開草案の時点では適用時期は明記されてい

ないが、早期適用が認められる。

コメントの期限は2010年11月30日である。

公開草案以後のスケジュールは、12月の

IASB会議で受領した公開草案に対するコメン

トレターの分析を議論し、2010年内に最終公

表することを目指している。
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Ⅴ．会計処理

Ⅵ．関連するIFRS第1号の年次改善

Ⅶ．適用時期

Ⅷ．コメントレターの期限

Ⅸ．おわりに
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